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東京大学海洋学際
教育プログラム
『海洋問題演習』
で、2020年より秋
田を定点観測

2024. 我が国の洋上風力事業にお
ける漁業者との合意形成: 秋田県
男鹿市、潟上市及び秋田市沖に
おける事例と政策提言. 日本海洋
政策学会誌, 第13号, 16-32.



経済産業省（２０２４）



意思決定の場

• 法定協議会（R3改訂ガイドライン「４．協議会の設置、運営」）
• 有望な区域に選定された区域については、都道府県からの情報等に基づき、

協議会の構成員となるへぎ利害関係者が特定されており、（中略）促進区域
の指定に向けた協議を開始する。

• 協議会においては、促進区域の指定に関する事項及び発電事業の実施に関す
る事項に関し必要な協議を行うこととされている。

• ①地域・利害関係者(海域の先行利用者等)の意見は特に尊重する。②透明性
の確保や地域との連携を促進する観点から、協議会については、可能な限り
公開で議論する。

• 有望な区域（R3改訂ガイドライン「３．有望な区域の選定」）
• 有望な区域に選定されるためには、少なくとも協議会において地元関係者 と

の利害調整が可能な程度に地元の受入体制が整っており、（中略）かつ、以
下の３つの要件を満たし ていることを条件とする。

• ②利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること
(協議会の設置が可能であること)

経済産業省「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」 



意思決定の実態：秋田県の１漁協の事例

• 最後まで反対していた１０名
弱を除いて、当初より中立の
（強い意見をもたない）組合
員が多かったと思われる

• この中立の人々が、協力金の
提示をうけて「賛成」に回っ
て合意がなされている
• この際、組合内部の同調圧力

もあったかもしれない

• さらに、協力金は公表されて
おらず、それを提示している
のも落札「前」の先行事業者
• 協力金の支払いは不確実

２-3 37-38

9-1030-31

27: 合意ライン

賛成 中立・反対

正組合員の意見変容（４０人中２７人で合意と内規）

先行事業者による説明
（含：協力金の提示）

出所：山口、田嶋、城山（２０２３）
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質のたかい合意形成

• 「協議会」の受け入れに関して、協力金を条件に関係漁協で
「多数決」をとることが合意形成の核となっている。制度運用
面からは、事実上の“Point of no return（回帰不能点）”。

• 協力金を提示した先行事業者と異なる事業者が採択された結
果、協力金は支払われていない。漁協内で不満が燻るものの、
事業の中止や休止を求める有効な手立てはない。

• 協力金を条件に漁協で多数決を取ることが「協議会を開始する
ことについての同意」であることの是非。共存共栄を目指し漁
業振興策について十分に理解を得る一層の努力が必要。
• 「合意形成とは全ての利害関係者の利益に向け、全会一致の合意を求

める、誠意ある努力に関連する過程」のこと。(Harvard Law School)
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